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九戸村における放射線量の測定値

○九戸村の放射線測定値は、国際放射線防護委員会が勧告した「屋外活動が制限される上限の暫定数値（3.8  

マイクロシーベルト／時＝年間 20ミリシーベルト）を大幅に下回っています。

　さらに厚生労働省・文部科学省は自然放射線以外の外部被ばくの放射線量を、年間 1ミリシーベルト以下が

望ましいとしており、九戸村の放射線量はこれについても下回っています。

○最新の測定値は村ホームページ（http://www.vill.kunohe.iwate.jp/）にてお知らせしています。

○お問い合わせは総務企画課庶務財政班（☎ 42-2111 内線 167）へ。
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11月21日 月 0.041 0.047 0.054 0.048 0.083 0.085 0.074 0.084 0.055 0.054 振替休校 振替休校 0.053 0.045 0.078 0.066 0.049 0.049

11月22日 火 0.045 0.045 0.055 0.050 0.086 0.083 0.082 0.079 0.067 0.068 0.034 0.038 0.058 0.065 0.045 0.039 0.079 0.066 0.044 0.044

11月23日 水 勤　労　感　謝　の　日

11月24日 木 0.045 0.050 0.053 0.058 0.106 0.099 0.085 0.087 0.059 0.058 0.048 0.050 0.051 0.052 0.073 0.056 0.077 0.069 0.058 0.053

11月25日 金 0.047 0.044 0.047 0.053 0.092 0.086 0.068 0.079 0.067 0.062 0.038 0.037 0.050 0.048 0.049 0.039 0.078 0.065 0.046 0.039

11月28日 月 0.051 0.051 0.053 0.052 0.086 0.084 0.082 0.079 0.059 0.060 0.039 0.040 0.055 0.049 0.049 0.038 0.077 0.066 0.051 0.044

11月29日 火 0.048 0.049 0.056 0.054 0.091 0.081 0.076 0.081 0.059 0.058 0.038 0.039 0.055 0.050 0.047 0.036 0.078 0.067 0.044 0.044

11月30日 水 0.045 0.052 0.057 0.055 0.083 0.082 0.081 0.079 0.063 0.057 0.040 0.036 0.055 0.050 0.047 0.040 0.077 0.067 0.048 0.041

12月  1日 木 0.050 0.049 0.057 0.051 0.092 0.089 0.077 0.080 0.063 0.063 0.038 0.041 0.053 0.051 0.048 0.038 0.072 0.068 0.050 0.048

12月  2日 金 0.053 0.049 0.057 0.051 0.088 0.090 0.078 0.080 0.057 0.051 0.041 0.040 0.054 0.049 0.051 0.042 0.076 0.065 0.045 0.041

12月  5日 月 0.049 0.052 0.054 0.055 0.092 0.086 0.077 0.084 0.067 0.058 0.051 0.052 0.050 0.048 0.059 0.052 0.076 0.067 0.058 0.050

12月  6日 火 0.050 0.053 0.055 0.045 0.089 0.094 0.082 0.076 0.063 0.062 0.035 0.038 0.048 0.056 0.057 0.041 0.076 0.070 0.045 0.039

12月  7日 水 0.051 0.053 0.046 0.052 0.087 0.094 0.086 0.082 0.061 0.059 0.037 0.037 0.052 0.051 0.054 0.042 0.077 0.064 0.046 0.040

12月  8日 木 0.052 0.056 0.049 0.054 0.075 0.070 0.082 0.085 0.065 0.062 0.040 0.036 0.049 0.050 0.054 0.044 0.077 0.063 0.044 0.043

12月  9日 金 0.050 0.049 0.050 0.052 0.075 0.079 0.083 0.087 0.065 0.060 0.045 0.044 0.048 0.051 0.052 0.047 0.075 0.067 0.043 0.044

単位：マイクロシーベルト／時

※測定値は、測定箇所で計測した平均値です。



一戸町から伺います
「こころの悩み相談」

　一戸町にある、「地域活動支援センターのぞみ」です。

こころの悩み・健康相談に伺います。

■日時　１月13日（金）　午前９時30分～正午
■場所　村山村開発センター
■内容　心配事や不安になりやすい事など、何でもご相
談ください。

■問い合わせ　
　地域活動支援センターのぞみ（☎32-2921・玉木）

地域活動支援センターのぞみ 　　　　　☎ 32-2921

みんなでお話しませんか？
おしゃべりサロンひだまり

　お茶のみをしながらおしゃべりをしませんか。保健師・

傾聴ボランティア「はまなす」の会員が交代でおります

のでお気軽に参加してみてください。

■日時　１月10日（火）　
　　　　午前10時～11時30分

■場所　まさざね館
■内容　血圧測定、参加者の交流
※傾聴ボランティア「はまなす」

　とは、みんなのお話を聞くことを目的とする会のこ

　とです。

■問い合わせ　
　住民生活課保健衛生班（☎42-2111内線122）

住民生活課保健衛生班　     　　☎ 42-2111内線 122

一人で悩まないで
保健師の出前相談

　出かけるのがおっくう、眠れないなどあ

りませんか？話してみましょう。気持ちが

楽になるかも、気軽にどうぞ！

■日時　１月10日（火）　
　　　　午前９時30分～11時30分

■場所　ふるさとセンター
※待ち時間を少なくするため、希望の時間を保健師まで

　連絡してください。

※保健センターではいつでも相談を受けられます。連絡

　ください。

■問い合わせ　
　住民生活課保健衛生班（☎42-2111内線122）

住民生活課保健衛生班　     　　☎ 42-2111内線 122

※アナログ放送視聴の方は、テレビ画面に「アナログ」と

　いう文字の表示があります。

アナログ・テレビ放送は平成

２４年３月３1日に終了し、

そのままではテレビの視聴は

できません。

■地デジを見るには？

　【方法１】　

　　「地上デジタルテレビ」に買いかえる

　【方法２】

　　お持ちのテレビに「地デジチューナー」をつける

　※方法１、方法２は、別途地上デジタル放送用のUHFア

　　ンテナなどが必要になる場合があります。

■地デジの準備でお困りの方はご相談を
　
　・地デジに対応するために、どうしたら良いか

　　分からない。

　・地デジチューナーの無償給付制度を利用したい。

　・近くで開催される説明会に行きたい。　

■ご連絡先（電話番号のおかけ間違いにご注意ください）
　
　○デジサポ岩手　　　　　　　☎019-903-0101

　○地デジコールセンター　　　☎0570-07-0101

　○ＩＰ電話などにより電話番号がつながらない場合

　　　　　　　　　　　　　　　☎03-4334-1111

■地デジ詐欺にご注意ください！！
　
　・地デジ工事をかたって前金をだまし取られた。

　・総務省（デジサポ）と名乗る職員が訪問し費

　　用を請求された。

　・業者が地デジ普及のためと集金にやってきた。

など

 

地デジのご準備
大丈夫ですか？

　住民生活課地域福祉班　☎ 42-2111 内線 202

アナログ・テレビ放送は平成

そのままではテレビの視聴は



身体障がい者補装具の
巡回相談を開催します

■日時　１月27日（金）　
　　　　午前10時30分～正午（受付は午前11時まで）

■場所　二戸市総合福祉センター
■内容　義肢・装具など補装具
※専門の医師が相談に応じます。予約制となっています

　ので、１月18日（水）までにお申し込みください。

■申し込み・問い合わせ　
　住民生活課地域福祉班（☎42-2111内線202）

住民生活課地域福祉班　　　　☎ 42-2111内線 202

仙台入国管理局盛岡出張所
が盛岡第２合同庁舎へ移転

　仙台入国管理局盛岡出張所が、下記のとおり移転しま

すのでお知らせします。

■移転先住所　
　〒020-0045　岩手県盛岡市盛岡駅西通１丁目9-15

　　　　　　　　盛岡第２合同庁舎６階

■電話番号　019-621-1206（変更なし）
■ファックス　019-621-1207（変更なし）
■業務開始予定日　12月26日（月）
■業務内容　在留資格審査一般、空海港業務
■窓口受付時間　
　午前９時から正午、午後１時から午後４時

　（土・日曜、休日を除く）

■最寄りの交通機関　JR盛岡駅から徒歩約５分
■案内図　

■問い合わせ　
　仙台入国管理局盛岡出張所（☎019-621-1206）
※入国管理局ホームページ（http://www.immi-moj.go.jp/）

　でも案内しています。

仙台入国管理局盛岡出張所　　　　☎ 019-621-1206
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お詫びと訂正
　
　広報くのへ12月号（No.645）18ページに掲載
した休日当番歯科医に誤りがありましたので、次
のように訂正させていただきます。

誤：１月２日（月）
　　三澤歯科医院　　　　☎ 23-2445・二戸市
正：１月２日（月）
　　阿部歯科クリニック　☎ 25-4182・二戸市

　読者の皆さま、関係者の皆さまへご迷惑をおか
けしましたことを深くお詫び申し上げます。

団体へ小型除雪機の
貸し出しを行います

　村では、地域の生活道路・歩道または、一人暮らし

の高齢者世帯の除雪活動を行う行政区、自治会団体を

対象に、小型除雪機の貸し出しを行います。除雪機の

利用を希望される団体は 12月 27日（火）までに、農

林建設課地域整備班まで申請していただきますようお

願いします。

■対象　行政区、自治会団体など
■貸し出し期間　平成24年3月31日まで（1団体1台まで）
■その他　台数に限りがございます。申込数が多い場合
　は抽選といたします。

■申し込み・問い合わせ　
　農林建設課地域整備班（☎42-2111内線282）

農林建設課地域整備班　　　　☎ 42-2111内線 282

精神科医師による
心の悩みごと相談

　眠れない、物忘れ、イライラする、また気持ちが落ち

込むことはありませんか。家族、近所の方にそのような

方はいませんか。

■日時　１月12日（木）　
　　　　午後１時30分から

■場所　村保健センター
※精神科医師による相談を開催し

　ます。本人だけでなく、家族のことでも相談できます。

　気軽に相談ください。

※相談を希望される方は、保健師まで連絡お願いします。

■問い合わせ　
　住民生活課保健衛生班（☎42-2111内線122）

住民生活課保健衛生班　     　　☎ 42-2111内線 122



裏面は第34回新春書き初め大会の申込書となっています。

施設名
測定月日

地点名 測定値
（μsv／時）

年間線量
（msv／年） 施設名

測定月日
地点名 測定値

（μsv／時）
年間線量
（msv／年）測定高 測定高

戸田保育園

11月25日
基準点 0.033 0.17

伊保内小学校

11月24日
基準点 0.048 0.25

軒下１ 0.072 0.38 雨樋下１ 0.072 0.38
雨樋下１ 0.048 0.25 軒下１ 0.060 0.32

50cm 50cm軒下２ 0.046 0.24 軒下２ 0.062 0.33
軒下３ 0.052 0.27 軒下３ 0.069 0.36

伊保内保育園

11月24日
基準点 0.077 0.40

長興寺小学校

11月24日
基準点 0.036 0.19

軒下１ 0.056 0.29 軒下１ 0.060 0.32
軒下２ 0.066 0.35 軒下２ 0.082 0.43

50cm 50cm軒下３ 0.066 0.35 軒下３ 0.078 0.41
軒下４ 0.065 0.34 軒下４ 0.054 0.28

ひめほたる
こども園

11月24日
基準点 0.067 0.35

江刺家小学校

11月24日
基準点 0.037 0.19

軒下１ 0.045 0.24 軒下１ 0.076 0.40
軒下２ 0.060 0.32 軒下２ 0.068 0.36

50cm 50cm軒下３ 0.056 0.29 軒下３ 0.073 0.38
軒下４ 0.053 0.28 軒下４ 0.070 0.37

戸田小学校

11月25日
基準点 0.048 0.25

九戸中学校

11月25日
基準点 0.032 0.17

軒下１ 0.063 0.33 軒下１ 0.052 0.27
軒下２ 0.061 0.32 軒下２ 0.062 0.33

50cm １m軒下３ 0.068 0.36 雨樋下１ 0.044 0.23
軒下４ 0.063 0.33 軒下３ 0.057 0.30

山根小学校

11月24日
基準点 0.028 0.15
雨樋下１ 0.066 0.35
雨樋下２ 0.058 0.30

50cm 雨樋下３ 0.080 0.42
雨樋下４ 0.051 0.27

専門業者による九戸村学校等施設放射線量測定結果

　今回の測定結果を文部科学省および厚生労働省による「避難区域等の外の地域の学校等の校舎・校庭等の利用
判断に係る暫定的な考え方」に基づき、年間線量率に換算した場合、0.15～0.43ミリシーベルト／年となりました。
　これを国際放射線防護委員会（ICRP）2007年勧告（Pub.103）における「非常事態が収束した後の一般公衆に
おける参考レベル」１～20ミリシーベルト／年と比較すると、すべての地点で下回る結果となりました。
　さらに、岩手県が示している除染を行う目安1.0マイクロシーベルト／時も大きく下回っています。



第34回（平成23年度）書き初め大会申込書

氏　　　名 住　　　　　　所 電話番号 高校・一般の別

九戸村大字

九戸村大字

九戸村大字

キ リ ト リ

新春書き初め大会
第

回
34

新春恒例の“ 書き初め大会 ”を開催します。

年頭にあたり、気持ちも新たに書き初めに参加してみませんか？

【参加申込】

■申込期限　平成 23 年 12 月 28 日（水）

■申　込　先　九戸村教育委員会生涯学習班

■申込方法　

①小中学生については、各学校で参加希望者を

　とりまとめます。

②高校生・一般については、下記の申込書により、

　直接九戸村教育委員会にお申し込みください。

【持参するもの】

　筆、墨、すずり、ぶんちん、

　下敷き、新聞紙、上履き

【課　題】

区　分 課　題 書　体 指定紙

小学校１学年 ひ か り 楷書 条幅

　　　２学年 た か ら 楷書 条幅

　　　３学年 み ね の 雪 楷書 条幅

　　　４学年 春 ま つ 心 楷書 条幅

　　　５学年 山 上 の 月 楷書 条幅

　　　６学年 平 和 の 光 楷書 条幅

中学校１学年 自 然 の 恩 恵 楷書・行書 条幅

　２・３学年 新 世 代 の 春 楷書・行書 条幅

高校生 風 光 一 新 自由 条幅

一　般 鳥雀群飛欲雪天 自由 条幅

期　日　　　　平成 24 年１月７日 （土）

場　所　　　　HOZ ホール （九戸村公民館）

日　程　　　　 8:30　　受付開始

　　　　　　　　        9:00　　開　会　式

                        9:20　　席　　書

　　　　　　          10:30　　閉　会　式

※　作品はHOZホール２階コミュニティホールに １月８日（日）から15日（日）まで展示します。

た
か
ら
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【
算
定
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九
戸
村
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あ
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。

　

実
質
公
債
費
率
は
前
年
度
よ
り

３
・
１
ポ
イ
ン
ト
、
将
来
負
担
比
率

は
43
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改
善
さ
れ
て
い

ま
す
。

「
実
質
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質
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比
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は
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の

一
般
会
計
に
占
め
る
借
金
だ
け
で

な
く
、
出
資
す
る
公
営
企
業
へ
の
繰

出
し
や
、
他
の
自
治
体
と
共
同
で
設

置
し
て
い
る
一
部
事
務
組
合
な
ど

の
借
金
な
ど
も
反
映
さ
せ
た
実
質

的
な
公
債
費
（
地
方
債
の
元
利
償
還

金
）
が
財
政
に
及
ぼ
す
負
担
を
表
す

指
標
で
す
。

公表
財政健全化指標

　
「
地
方
公
共
団
体
の
財
政
の
健
全
化
に
関
す
る
法
律
」（
平
成
19
年

６
月
公
布
）
に
よ
り
、
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年
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、
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の
決
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担
比
率
）

と
資
金
不
足
比
率
に
つ
い
て
、
前
年
度
で
あ
る
平
成
22
年
度
決
算
に

基
づ
く
九
戸
村
の
比
率
を
次
の
と
お
り
公
表
し
ま
す
。

地方公共団体の財政の健全化に関する法律第３条第１項の規定によるもの
（単位：％）

比 率 の 名 称　☞ 実質赤字比率 連結実質赤字比率 実質公債費比率 将来負担比率

九戸村の数値 　☞ － － 13.7 15.8

早期健全化基準　☞ 15.00 20.00 25.0 350.0

財政再生基準 　☞ 20.00 35.00 35.0
（注）　上の表中、「－」は実質赤字額または連結実質赤字額がないことを表示しています。

地方公共団体の財政の健全化に関する法律第22条第１項の規定によるもの
（単位：％）

　　　　比　率　の　名　称　　　　　　　☞ 資 金 不 足 比 率

九戸村水道事業会計の数値　　　　　　　　☞ －

九戸村農業集落排水事業特別会計の数値　　☞ －

九戸村下水道事業特別会計の数値　　　　　☞ －

九戸村索道事業特別会計の数値　　　　　　☞ －

経営健全化基準　　　　　　　　　　　　　☞ 20.0
（注）　上の表中、「－」は資金不足額がないことを表示しています。

「
将
来
負
担
比
率
」

　

地
方
公
共
団
体
の
一
般
会
計
な

ど
の
借
入
金
や
将
来
支
払
っ
て
い

く
可
能
性
の
あ
る
負
担
な
ど
、
現
時

点
で
の
残
高
を
指
標
化
し
、
将
来
財

政
を
圧
迫
す
る
可
能
性
が
高
い
か

ど
う
か
を
示
し
た
も
の
で
す
。

「
資
金
不
足
比
率
」

　

公
営
企
業
の
資
金
不
足
を
公
営

企
業
の
事
業
規
模
で
あ
る
営
業
収

益
（
料
金
収
入
な
ど
）
の
規
模
と
比

較
し
指
標
化
し
た
も
の
で
、
経
営
状

況
の
健
全
度
を
示
す
も
の
で
す
。

実質公債費比率・将来負担比率の推移
H18 H19 H20 H21 H22 H23

実質公債費比率
（３か年度平均）

18.7% 19.6% 20.0% 18.5% 16.8% 13.7%

将来負担比率 82.5% 59.1% 15.8%


